
■概　 要

本県は、こ れま で、累次の行革大綱に基づき 、積極的に行財政改革に取り 組んでき たと こ ろですが、引き

続き 、不断の行財政改革に取り 組み、SD G sの達成に貢献する 行財政体制を確立するため、2 024 年12月

に「 あいち行革プラン2 02 5」を策定しまし た。

こ のプランに基づき 、引き 続き 、「 人財力」の強化と「 スピーディ ーな組織」づく り を 継続し つつ、DXの更

なる 推進等により 、取組内容を 一層充実さ せる と と も に、コミ ュ ニケーショ ンから 始める 改革の取組「 コミ

ュ ニケーショ ン ・ ド リ ブン 」を推進し 、「 スピーディ ーでし なやかな県庁のアッ プグレ ード 」を目指していき

ま す。

あいち行革プラン2 0 2 5

行  財  政  改  革  の  取  組行  財  政  改  革  の  取  組

１ 　 計画期間　 5年間（ 2025 ～2029年度）

２ 　 改革の目標

「 あいちビ ジョ ン 2 0 3 0 」の実現を 支え 、SD G sの達成に貢献する 行財政体制の確立

「 あいちビジョ ン2030」が基本目標に掲げる「 暮らし ・ 経済・ 環境が調和した輝く あいち」

の実現に向けて愛知が一丸と なって取り 組む政策展開を支え､SD G sの達成に貢献する 行財

政体制の確立を目指す。

３ 　 改革の視点　

①職員・ 組織のアッ プグレ ード

環境変化に的確に対応するため、時代に先駆けて職員や組織のマインド セット を 変革し 、

県民ニーズを的確に把握し た上で仕事の進め方・ 働き 方を見直して、W ell-b e in gを実現

し 、新し いアイデアを 創出できるよう アップグレード

②D Xの更なる 推進

デジタル技術を 積極的に活用し 、県の業務やサービ スを 変革する こ と で、より 効率的・

効果的に実施し 、県行政の質を向上

③持続可能な 行財政運営

SD Gsの取組を進めると と も に、様々な主体と 連携し ながら 、限ら れた経営資源を変化に合

わせて真に必要な分野に集中していく こと で、県民の生活を守り 続けら れる県庁づくり を推進

４ 　「 あいち 行革プ ラ ン 2 0 2 5 」において目指す県庁の姿

「 人財力」の強化と「 スピーディ ーな組織」づく り への取り 組みを継続し つつ、取組内容を 一

層充実さ せる と と も に、「 コ ミ ュ ニケーショ ン ・ ド リ ブ ン 」（ コ ミ ュ ニケーショ ン を 起点と し た

改革の取組）を 推進し「 スピーディ ーでし なやかな県庁」をアッ プグレ ード さ せていく 。

５ 　 主要取組事項　 9 本の柱

６ 　 進捗管理

プランが目指す姿及び3つの改革の視点を踏まえた取組がどの程度達成さ れているかを 表

す3 0項目の「 進捗管理指標」を設定し 、毎年度、進捗状況を把握・ 公表し ながら 、14 6項目の

個別取組事項の具体化・ 実現を図っていく 。

(5) 人口減少社会を見据えた自治体間連携と 地

方分権の推進

(6) 企業・ 大学・ N PO等と の連携・ 協働の推進

(7) 民間活力の更なる 活用

(8) 公営企業や第三セクター等の健全な経営の

推進

(9) 健全で持続可能な財政基盤の確立

(1)  DX・ 業務効率化・ 行政サービスの向上

(2) 組織のパフォーマンスの向上

(3) 職員が力を発揮できる 環境づくり の推

進 

(4) カーボンニュート ラルにも貢献する県有

資産の活用 
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■健全で持続可能な財政基盤の確立

本県の財政運営は、単年度の歳入だけでは歳出を賄えず、毎年度の当初予算において多額の基金取崩

し を計上せざる をえない厳し い財政状況が続いていま す。

また、今後の財政運営を展望する と 、引き 続き 増加が見込まれる 医療・ 介護・ 子育て等の扶助費に加

えて、民間企業の賃上げや定年年齢の引上げの影響を 受ける人件費、金利上昇の影響を 受ける 公債費と

いった義務的経費の状況を注視していく 必要があり ます。

こ のため、引き 続き 、歳入歳出全般にわたる 不断の行財政改革に取り 組むと と も に、愛知の産業力を 一

層強化する 施策を推進し 、人口減少社会の中にあっても 経済・ 産業の活性化や雇用の維持・ 拡大を図る

こ と により 税源の涵養につなげ、健全で持続可能な財政基盤の確立に向けて取り 組んでいく こ と が必要

です。

あいち行革プラン 2 025では、「 健全で持続可能な財政基盤の確立」を主要取組事項（ 9 本の柱）の一つ

に位置づけ、以下の3つの数値目標を設定し 、計画的に取組を 進めていま す。

地方財政健全化法に基づく 財政指標（ 実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）を早期健

全化基準未満に維持する。

減債基金（ 満期一括償還分）への積立額を除く「 通常の県

債の実質的な残高」について、2024年度決算の水準を超え

ること のないよう に努める。

2025年度から2029年度までの5年間で計150億円以上の

行革効果額を確保する。

健全化判断比率

(健全化判断比率の状況については34頁を参照)

通常の県債の実質的な残高

(県債残高については5頁を参照)

行革効果額

～数値目標を 設定し た財政関連の進捗管理指標～

数値目標進捗管理指標
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